
当座勘定取引における「暴力団排除条項」の一部改正について 

 

当組合では、平成１９年６月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止す

るための指針」（犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）等を踏まえ、平成２２年４月に各種預

金規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を追加するとともに、預金口座の開設時な

ど各種取引のお申込の際に、お客さまが反社会的勢力に該当しないことを表明し確約し

ていただくことといたしました。 

 

このたび、東日本大震災の復興事業に関する暴力団の介入事案の発生が危惧されてい

ることから、警察庁および金融庁からの要請を受け、当座勘定取引の暴排条項を実態に

即してより明確化するため、当座勘定規定を改定し、平成２３年８月１日（月）から適

用させていただくことといたします。 

 

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用さ

れますのでご了承願います。 

※ 改定内容につきましては、新旧対照表をご覧下さい。 

 

当組合では、今後も反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取り組みを積極的

に推進してまいりますので、お客さまには、この取り組みの趣旨をご理解いただき、ご

協力くださいますようお願い申しあげます。 

 

以  上 

別紙：新旧対照表 

 



当 座 勘 定 規 定 の 新 旧 対 照 表 
（平成 23 年 8 月 1日付改正）           （下線部分が改正箇所。） 

改 正 後 現   行 

第23条（反社会的勢力との取引拒絶） 

この当座勘定は、第24条第２項各号のいずれにも該当しない場

合に利用することができ、第24条第２項各号の一にでも該当する

場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとしま

す。 

 

第24条（解約） 

① (略) 

②  前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継

続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止

し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約す

ることができるものとします。なお、この解約によって生じた

損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約

により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってく

ださい。 

１．当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告

をしたことが判明した場合 

２．本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、

その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」とい

う。）に該当し、または次のいずれかに該当することが判明し

た場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有

すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる

関係を有すること 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的また

は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴

力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与

するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ

と 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有すること 

３．本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にで

も該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる

行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の

信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

③ 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、

その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべ

き時に到達したものとみなします。 

④ 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約す

る場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した

時に解約されたものとします。 

第23条（反社会的勢力との取引拒絶） 

この当座勘定は、第24条第２項第１号、第２号ＡからＦおよび

第３号ＡからＥのいずれにも該当しない場合に利用することがで

き、第24条第２項第１号、第２号ＡからＦまたは第３号ＡからＥ

の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお

断りするものとします。 

第24条（解約） 

① (略) 

②  前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継

続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止

し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約す

ることができるものとします。 

 

 

 

１．当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告

をしたことが判明した場合 

２．本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ．暴力団 

Ｂ．暴力団員 

Ｃ．暴力団準構成員 

Ｄ．暴力団関係企業 

Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集

団等 

Ｆ．その他前各号に準ずる者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する

行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる

行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の

信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

③ 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、

その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべ

き時に到達したものとみなします。 

④ 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約す

る場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した

時に解約されたものとします。 

 


